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こういち先生　みらいさんは、どうして保育士になろうと思ったのかな？
みらいさん　子どもが好きだからです。それに、子どもの頃、私も保育園に通っていたのです
が、そのときの保育士さんがすごく優しくて、あんな先生（大人）になれたらいいな、と思っ
てこの道に進むことにしました。
こういち先生　なるほど。みらいさんは、子どもの頃にお世話になった保育士さんに憧れて、こ
の進路を選んだのですね。そのような動機は大切ですし、目標をもつことはとてもいいことだ
と思います。
みらいさん　ところで保育士さんは、かつては「保母」と呼ばれていたのですね。「保母」か
ら「保育士」という名称に変更されてからずいぶんと経ってきたと思うのですが。
こういち先生　男女の区別ない職種という意味で、名称を「保育士」に変更し、国家資格として
児童福祉法という法律に位置づけられたことが認知されるようになってきました。それに、今
の保育士は子どもの保育だけでなく、その保護者への対応など、いろいろな役割を担っている
のです。
みらいさん　そうなのですか。私は保育園で子どもの保育をすることだけが保育士の仕事だと
思ってました。だから、なぜ、「社会福祉」を学ぶのだろうと、ちょっと疑問に思っていたの
です。これから学んでいくことで「社会福祉」という科目と保育士との関係があることが理解
できるのですね。
こういち先生　その通りです。幼稚園教諭は教育の専門職ですが、保育士とは、実は社会福祉、
厳密にいうと児童福祉の専門職なのです。だから、その基盤となる社会福祉の理念や法制度を
理解し、社会福祉の専門的技術などを援用して、子どもとその保護者の福祉の向上をめざして
いく役割があるのですよ。
みらいさん　なぜ、保育士が社会福祉を学ぶのか、その疑問が解けるとうれしいです！
こういち先生　それでは、まずはこの章で、現代社会の状況と福祉が対応する生活課題について
学びながら保育士とのかかわりについて考えるきっかけにしてみよう。

保育士をめざす私たちが社会福祉を学ぶ意味とは？

第1章　保育と社会福祉
見本
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	 私たちが暮らす社会とは

　●①　戦後のわが国の社会

第二次世界大戦後（1945年）から約80年の時を経て、私たちの生活と社会
は、大きく変化してきた。それまでの第１次産業（主に農業・漁業・林業な
ど）を中心とする村落共同体の社会から、戦後の混乱期・復興期を経て、
1960～70年代の高度経済成長により、日本は飛躍的な経済発展を遂げ、産業
構造も第２次（主に製造業など）・第３次（主にサービス業など）産業へと
大きくシフトしてきた。特に第３次産業は、近年IoT、ビッグデータ、AI等
による超スマート社会（Society5.0）の実現に向け、急速に成長している。こ
れにともない仕事を求め都市部へ人口が集中していく一方で、地方は第１次
産業への就業人口の減少と人口流出による過疎化と高齢化が進んできている。
また、世帯規模は、都市化と過疎化の進展により、三世代世帯が減少し、
核家族世帯や単独世帯が中心となってきている。それにともない家族のもつ
機能（経済、教育、育児や介護など）にも変化がみられてきている。
このような社会の変化のなかにみられる、少子・超高齢社会、都市化と過
疎化の現状と課題、家族・世帯の移り変わりをみていく。

　●②　少子・高齢社会

▼人口の高齢化

わが国の人口は、2022（令和４）年10月現在で１億2,495万人となっており、
減少傾向である。今後は人口減少が加速すると予測され、約30年後の2055年
頃には、約１億人程度になると推計されている。
このような人口減少社会を迎えるとともに、わが国の人口構造は、急速に
高齢化が進んでいることは周知の通りである。国連の定義では、65歳以上の
人口が全体の７％（高齢化率）を超えた社会を「高齢化

・
社会」、14％を超え

た社会を「高齢社会」、21％を超えた社会を「超高齢社会」としている。わ
が国が高齢化社会を迎えたのは1970（昭和45）年であり、このときの高齢者
人口は739万人、高齢化率7.1％であった。その後も高齢化は加速し、1994（平
成６）年には14％を超え高齢社会に突入、2022（令和４）年10月現在では、
高齢者人口は約3,623万人、高齢化率29.0％まで上昇している。ここ50年ほど
で、高齢者人口は約５倍に増え、高齢化率は約４倍以上になっている（図１

1
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－１）。高齢者人口および高齢化率はいずれも過去最多となり、高齢化率は
主要諸国においては最も高い数値となっている。人口の高齢化は、年金や医
療、介護などの社会保障をはじめ、多くの社会的課題を表面化し、関連諸制
度の見直しや改革が急がれている。
▼少子化の進展

人口の高齢化が進む一方で、少子化も進展している。わが国が高齢化社会
を迎えた1970（昭和45）年の15歳未満の人口（年少人口）は、2,515万人、
総人口に占める割合は24.0％であった。2022（令和４）年10月現在では、1,450
万人、11.6％まで減少している。
当該年次の女性の各年齢（15～49歳）別出生率を合計したもの、つまり一

図１－１　高齢化の推移と将来推計

資料：棒グラフと実線の高齢化率については、2020年までは総務省「国勢調査」（2015年及び2020年は不詳補完値による。）、
2022年は総務省「人口推計」（令和４年10月１日現在（確定値））、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の
将来推計人口（令和５年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果

（注１）2015年及び2020年の年齢階級別人口は不詳補完値によるため、年齢不詳は存在しない。2022年の年齢階級別人口は、総
務省統計局「令和２年国勢調査」（不詳補完値）の人口に基づいて算出されていることから、年齢不詳は存在しない。2025年
以降の年齢階級別人口は、総務省統計局「令和２年国勢調査　参考表：不詳補完結果」による年齢不詳をあん分した人口に基づ
いて算出されていることから、年齢不詳は存在しない。なお、1950年～2010年の高齢化率の算出には分母から年齢不詳を
除いている。ただし、1950年及び1955年において割合を算出する際には、（注２）における沖縄県の一部の人口を不詳には
含めないものとする。

（注２）沖縄県の昭和25年70歳以上の外国人136人（男55人、女81人）及び昭和30年70歳以上23,328人（男8,090人、女
15,238人）は65～74歳、75歳以上の人口から除き、不詳に含めている。

（注３）将来人口推計とは、基準時点までに得られた人口学的データに基づき、それまでの傾向、趨勢を将来に向けて投影するものであ
る。基準時点以降の構造的な変化等により、推計以降に得られる実績や新たな将来推計との間には乖離が生じうるものであり、
将来推計人口はこのような実績等を踏まえて定期的に見直すこととしている。

（注４）四捨五入の関係で、足し合わせても100.0％にならない場合がある。
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人の女性が一生に産むことになる子どもの数の平均を表す「合計特殊出生率」
は、出生率の年次推移を判断する際に使われる指標である（図１－２）。第
二次世界大戦後の1947～1949年は第１次ベビーブーム＊１といわれ、合計特
殊出生率は4.3人を超えていた。その後1960～70年代の第２次ベビーブーム
を含め2.1人程度で推移していたが、1989（平成元）年には、当時過去最低
といわれた1966（昭和41）年（丙

ひのえ

午
うま

）の1.58人を下回る1.57人となり「1.57ショッ
ク」と呼ばれ、少子化対策の必要性が認識されたきっかけとなった。
2005（平成17）年には、1.26人という戦後最低の合計特殊出生率を記録し、
これ以降、2016（平成28）年ではやや上昇し1.44となったものの、2021（令
和３）年は1.30となり、依然人口置換水準＊２である2.07を大きく下回ったま
ま推移している。
さらに、2022（令和４）年の出生数は約77万人（概数）となり、80万人を
割り込んだ。この数値は政府予想より約11年早いスピードで減少していると
のことであり、2050（令和32）年ごろには出生数が50万人を割る可能性も指
摘されている。
出生率の低下の主な要因は、未婚化・晩婚化と有配偶出生率の低下であり、
特に未婚化・晩婚化の影響が大きいとされている。2020（令和２）年国勢調
査によると、30～34歳では男性は約２人に１人（47.4％）女性は約３人に１
人（35.2％）が未婚であり、50歳時の未婚割合も男性28.3％、女性17.8％と

＊１　ベビーブーム
赤ちゃんの出生が一時
的に急増することをい
う。日本では、第二次
世界大戦後、２回のベ
ビーブームがあった。
第１次ベビーブームは
戦争が終わり、兵隊が
復員した1947（昭和
22）年から1949（昭
和24）年頃、第２次
ベビーブームは第１次
ベビーブームに生まれ
た子どもが適齢期を迎
えた1971（昭和46）
年から1974（昭和
49）年頃である。

＊２　人口置換水準
人口を維持するために
必要な合計特殊出生率
の数値をいう。ただし、
この水準を下回った場
合でも、過去の高出生
率などの影響を受け、
すぐに人口減少に転じ
るわけではない。
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 （ １  ９  ４  ７ ～ ４  ９  （昭和 ２  ２ ～ ２  ４ ） 年） 
第１次ベビーブーム

最高の出生率
２，６９６，６３８人

４．３２
ひのえうま
 １  ９  ６  ６  （昭和 ４  １ ） 年
１，３６０，９７４人

１．５８

第２次ベビーブーム

最高の出生数
２，０９１，９８３人

 （ １  ９  ７  １ ～ ７  ４  （昭和 ４  ６ 年～ ４  ９ ） 年） 

１．２６

最低の出生数
 ２  ０  ２  ２  （令和４） 年

７７０，７４７人

２２２０

 ２  ０  ０  ５  （平成 １  ７ ） 年
最低の合計特殊出生率
１．２６

１．２６

 １  ９  ８  ９  （平成元） 年
合計特殊出生率１．５７

１．５７ショック

１．５７

図１－２　出生数および合計特殊出生率の年次推移

資料：厚生労働省「人口動態統計」
　注：1947～1972年は沖縄県を含まない。
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